
大東市立総合福祉センターの指定管理者の選定経過について 
 
 
◆選定した団体 

大東市新町１３番１３号 
団体名 

社会福祉法人 大東市社会福祉協議会 
 
 
◆選定経過 

開設時から約 25 年の長きにわたり、本施設を拠点として地域に密着した社会福祉活動の実績を

積み上げてきた社会福祉協議会を対象に非公募による指定管理者の選定審査を行いました。 

 

（１）選定審査委員会構成 

１ 副市長 

２ 政策推進部長 

３ 健康福祉部長 

４ 外部委員（学識経験者および福祉施設施設長） 

 
（２）選定審査委員会 

平成２１年８月１９日 審査会の進め方、採点表の決定、プレゼンテーション、面接の実施、

合議による審査採点、候補者の選定 
 
（３）選定基準および審査結果 

審査項目 

大項目 小項目 
審査結果 

施設の管理・運営に対する基本的な考え方

の評価 
管理・運営に対する基本的な考え方 Ｂ 

サービス内容の向上 Ｂ 
利用者サービス向上の方策の評価 

利用者からの苦情等への対応 Ｂ 

執行体制 Ａ 

従事者の専門性について Ｂ 施設の運営体制（執行体制）の評価 

地元雇用について Ａ 

施設・設備の維持管理体制の評価 施設、設備の維持管理 Ｂ 

ソフト事業の実施計画に対する評価 ソフト事業の実施計画 Ｂ 

基本的人権の尊重に対する評価 基本的人権を尊重した運営 Ａ 

危機管理に対する評価 危機管理体制 Ａ 

守秘義務・個人情報保護 Ａ 
情報管理に対する評価 

情報公開について Ａ 

公正採用選考人権啓発推進員の設置 Ａ 

就職困難者等への就労支援に対する評価 就職困難者等への就労支援に対する

団体としての姿勢 
Ｂ 

環境問題に対する評価 環境対策について Ｂ 

指定管理者自主事業の評価 指定管理者自主事業 Ｂ 

委託料に対する評価 委託料に対する評価 Ｂ 

業務実績による安定度 業務実績による安定度 Ａ 

財政的安定度 財政的安定度 Ａ 

Ａ：優れた効果が期待できる   Ｂ：効果が期待できる   Ｃ：改善を要する 

（※選定基準：全項目がＡまたはＢ評価） 

 
候補者となった社会福祉法人大東市社会福祉協議会は、平成２１年第３回大東市議会定例会 

（９月議会）で議決され、正式に指定管理者として決定されました。 


